
～クリーンセンター建設には、皆さんのご理解とご協力が必要です～
　クリーンセンターは、みなさんの日常生活に欠くことのできない施設です。
　今月号では、昨年度のごみ量の実績について、お知らせします。

　平成 22年度のごみ収集量は次のとおりです。
　平成 21 年度における生活系ごみと比較すると、１人あたりの１日のごみ排出量は、約15ｇの減量となって
います。また、ごみの総排出量について、減量となっていますが、種類別では、燃やさないごみ、ビニール・
プラスチックごみ、そしてペットボトルについて、増加しています。ごみの減量について、引き続き、みなさ
んのご協力をお願いします。

浄化槽の水質検査受検の徹底について浄化槽の水質検査受検の徹底について浄化槽の水質検査受検の徹底について

浄化槽の水質検査Ｑ・Ａ

　浄化槽管理者（所有者など）は、浄化槽の保守点検や清掃などの維持管理以外に浄化槽の機能が適正に発揮
されているか否かを確認するため、水質検査を年に1回受検することが浄化槽法により義務付けられています。
（浄化槽法第 11条）
　浄化槽の保守点検・清掃が適正におこなわれていないと、浄化槽から未処理のし尿が流れ出して、公衆衛
生上の問題となりますので、京都府が指定する検査機関に水質検査を依頼し、必ず毎年実施してください。
※この検査を怠ると罰則（30万円以下の過料）が科されます。（浄化槽法第 66条の 2）

　農薬（殺虫剤・除草剤など）は適正に使用されない場合、人畜及び周辺の生活環境に悪影響を及ぼすおそ
れがあります。使用される場合は農薬の飛散を原因とする住民や子どもなどの健康被害や洗濯物やペットな
どへの付着などを防止するため、次のことを守ってください。

※上記にかかわらず、できるだけ薬品に頼らない、自然環境や生活環境に配慮した農地や菜園の管理をお願いします。

①農薬取締法に基づき登録された防除対象の作物に適用のある農薬を、ラベルに記載された使用方法（回数・
　量・濃度など）及び使用上の注意を遵守して使用してください。
②農薬を散布する際は、無風や風が弱い時におこなうなど、近隣に影響が少ない天候や時間帯を選び、風向
　きやノズルの向きに注意してください。
③農薬の使用者は、事前に周辺住民に対して散布日時や使用農薬について、周辺住民に対して十分な周知に
　努めてください。
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浄化槽の保守点検・清掃をしているのに、何で水質検査が必要なの？
浄化槽の水質検査は、保守点検・清掃が適正で、浄化槽の機能を発揮しているか否かを確認するものです。
自動車でいえば車検と同じです。
水質検査で何か問題が見つかったら、どうなるの？ 
問題の原因に応じて、浄化槽管理者（所有者など）や維持管理業者に対し、市役所から改善すべき内容に
ついて連絡がありますので、連絡に従って改善してください。
水質検査では、どんなことをするの？
外観検査として、水の流れ方・消毒状況・悪臭やハエ等の発生状況など 75項目の検査
水質検査として、生物化学的酸素要求量、水素イオン濃度、残留塩素濃度など 5項目の検査、書類検査と
して、保守点検・清掃記録などの確認をおこないます。
水質検査は、誰がするの？
浄化槽法第 11条により、浄化槽管理者（所有者など）は、京都府が指定する検査機関（京都保健衛生協会）
で水質検査をおこなう必要があります。
水質検査をしなかったら、どうなるの？
浄化槽法第 12 条の 2 により、京都府は浄化槽管理者（所有者など）に対し、水質検査受検の指導→勧告
→命令をおこなうことになります。それでも水質検査を受検しない場合は、浄化槽法第 66条の 2により、
浄化槽管理者（所有者など）は 30万円以下の過料（罰則金）を支払うことになります。

水質検査依頼先
【京都府指定検査機関】

検査料金

( 社 ) 京都保健衛生協会
　　　京都市南区西九条西柳ノ内町 28-2　 ☎075-681-1727

検査料金
5,000 円 /1 回
9,200 円 /1 回

18,000 円 /1 回
24,000 円 /1 回
30,000 円 /1 回

浄化槽規模
20人槽以下

21～ 100 人槽以下
101～ 300 人槽以下
301～ 500 人槽以下

501人槽以上

問合せ 京都府水環境対策課（計画担当）☎075-414-5209
市役所まち美化推進課　☎75-1215

問合せ まち美化推進課　☎75-1215

住宅地近隣の農地、家庭菜園などで周囲を気にせず農薬を散布していませんか

■平成 22年度のごみ収集量の実績

　これまでの打越台環境センターにおける燃やすごみの成分調査によると、紙・布類の比率が高くなっていま
す。たくさんのごみを焼却することは、施設に負担をかけるだけでなく、地球温暖化の原因ともなります。
　古紙類の集団回収は、ごみの減量化やリサイクルにたいへん効果があることから、市では、地域の団体が取
り組む古紙類の集団回収に補助金を出しています（平成 22年度実績として、1㎏あたり 5円）。
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10 月 27日（木）
木津川市役所東側駐車場　午後 1時　市役所到着予定（午後 5時 30分）
大阪市環境局東淀工場（平成 22年 3月竣工）
市内にお住まいの方
20人（先着順）
10月 21日までに、住所・氏名・年齢・連絡先を電話、または E-mail で清掃センター推進室へ。

■古紙集団回収にご協力を

　最新技術を導入したクリーンセンター見学会をおこないます。ぜひ、ご参加ください。

クリーンセンター建設に向け、みなさんのご理解とご協力をお願いします。

■最新クリーンセンター見学会

平成 21年度
人口（人）
総排出量（ｔ/年）

生活系ごみ
燃やすごみ
ビニール・プラスチック容器包装
燃やさないごみ
ビニール・プラスチックごみ
粗大ごみ
ペットボトル
乾電池
生活ガラ
蛍光灯
古紙・古布類

事業系一般廃棄物
集団回収（古紙類など）

１人あたりの１日のごみの排出量（ｇ/日）
生活系ごみ

年度末時点 69,789 70,788
20,227 19,947

平成 22年度

14,974 14,777
11,276 11,111

936 935
1,293 1,326
380 391
671 669
167 170
14 15
5 5
2 2

230 153
2,421 2,407
2,832 2,763

588 572
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